
令和5年度 「（仮）新しい交通」 実証実験運行計画（案）

適用法令 道路運送法第２１条

運行形態 オンデマンド型乗合タクシー

名 称 “ぎゅっと”カーよしだ

事業主体 吉田町

運行区域
• 吉田町内：全域

• 吉田町外：榛原総合病院

運行期間

令和５年１０月２日（月）〜令和６年３月３１日（日）

【前半】令和５年１０月２日（月）から令和５年１２月２８日（木）までの「日中」のみ

※年末（１２／２９〜１２／３１）は運行休止

【後半】令和６年１月４日（木）から令和６年３月３１日（日）までの「朝」 「日中」 「夕方」

※年始（１／１〜１／３）は運行休止

運行内容

• 朝、日中、夕方に分け、それぞれの需要に応じた運行を行う。

• 乗降場所は、地区ごとに歩いて集まれる場所（ごみステーションなどのイメージ）で設定する。
目的地は、病院・医院、公共施設、スーパー等商業施設、バス停留所など、住民・来訪者
がよく使う場所を選定する。

※乗降場所は、住民との協議により７月上旬に設定

運行時間

朝 日中 夕方

６：００～：８：００ ８：００～１６：３０
１６：３０～２０：００

（最終乗車１９:３０）

車両・台数
平日 ２台（ジャンボ） ２台（セダン） ２台（セダン）

土日祝 ― １台（セダン） ―

予 約

事前予約制 利用時間の１時間前までに予約

※電話予約の場合は翌日１０時までの乗車分は前日までに予約が必要

• 受付時間 (TEL） ９：００～１６：３０ (WEB）２４時間

料 金
• 町内：１人１回 ３００円（暫定）

• 町外：１人１回 ５００円

会員登録
• 電話予約を希望する場合は会員登録が必要

• WEB予約の場合は、会員登録なしの利用も可（ワンタイム利用）

資料４



吉田町シティプロモーション推進委員会によって、町内外の子育て世代や若
年層に町と町の強みを知ってもらい、安心して生活できる町、働きながら子育
てしやすい町を発信するブランドメッセージ「“ぎゅっと”なまち」とそのブラ
ンドロゴが作成されました。
今回の「（仮）新しい交通」の名称として、ブランドメッセージ、ロゴの周

知も併せ、ブランドメッセージの一部の“ぎゅっと”を使い、「“ぎゅっと”カー
よしだ」とします。
実証実験に用いる車両や乗降場所にブランドロゴを表示します。

名称について ～吉田町ブランドメッセージ “ぎゅっと”なまち よしだ～



日中（8：00～16：30）の運行イメージ ※実証実験期間中運行

好きな時間に、好きな乗降スポットで乗り降り

他に予約が
無ければ直行

同じ時間帯
同じ方向の
人で乗合せ



朝（6：00～8：00）の運行イメージ ※令和6年1～3月運行

うみカー

きたカー
“半”定時定路線

決まった時間とルート

＋

限定された乗降スポット



夕方（16：30～20：00）の運行イメージ ※令和6年1～3月運行

バスから、乗り合いタクシーに乗り継ぐ

例）片岡北
16:30発

他に予約が
無ければ
直行

同じ時間帯、
同じ方向の人
で乗合せ
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